
警 察 署 協 議 会 議 事 録

協議会名 令和５年第２回仙台南警察署協議会

開催日時 令和５年６月29日（木） 午後 ２時00分から

午後 ４時00分まで

開催場所 仙台南警察署大会議室

１ 協議会委員

・ 出席委員～佐藤 守、内田得栄、山形宏幸、後藤隆夫

松坂航佑、佐藤律子、横山秀樹、沼田令子

小松昌子

出席者等 ・ 欠席委員～なし

２ 警察署側

署長、副署長、刑事官、副参事、会計課長、警務課長、

留置管理課長、生活安全課長、少年健全育成官、地域課長、

刑事第一課長、刑事第二課長、交通課長、警備課長

別紙のとおり

議事概要

備 考



別 紙

１ 開会（警務課長）

２ 出席者紹介

⑴ 協議会委員

⑵ 警察署幹部

３ 挨拶

開会にあたり、佐藤会長と署長より挨拶があった。

４ 定足数確認（警務課長）

全委員９人中９人出席

委員の過半数の出席を充足しているため本会の成立を報告

５ 議長選出（警務課長）

会則により佐藤会長が議事進行

６ 報告事項

⑴ 令和５年５月末現在における管内の治安情勢について（署長）

議事概要 ア 刑法犯認知・検挙状況

● 太白区内の刑法犯認知件数は、昨年同期比で増加傾向にある。

増加した犯罪は、器物損壊、万引き、自転車盗

減少した犯罪は、放火、留守宅詐欺、出店荒し

● 凶悪犯については、強盗傷人事件を含め、５月末まで３件発生し、

うち２件は既に検挙している。

イ 特殊詐欺

● 被害認知状況は、昨年比で件数は１件増加、しかし被害額は大幅

に増加している。

● 特徴としては、全て60歳以上の高齢者が被害に遭っている。

● 水際対策として、コンビニエンスストア、金融機関職員の活躍が

あり、被害阻止としている。

ウ 特別法犯の検挙状況

刑法犯以外の犯罪、特別法犯の検挙は増加としている。

● 環境犯罪、風俗犯罪、諸法令違反の検挙が増加している。

● 諸法令違反については、入管法違反、迷惑行為防止条例違反、ス

トーカー規制法違反、犯罪収益移転防止法違反事件となる。

エ 非行少年等の検挙・補導状況

● 非行少年等の検挙・補導人員は増加としている。

● 刑法犯少年は、ほとんどが万引き、自転車盗など窃盗犯であるが、



強制性交等の凶悪犯も検挙している。

● 特別法犯少年は迷惑行為防止条例違反、薬物事犯検挙となってお

り、薬物事犯は２年連続である。

● 不良行為少年は、大幅に増加しており、深夜はいかいが７割を占

め、学職別では高校生が８割を占めている。

オ 交通事故発生状況

● 人身・物損事故ともに減少傾向にある。

● 人身事故は、交差点やその付近での発生が半数以上を占めている。

● 交通安全意識の醸成をするため関係機関・団体とともに広報啓発

活動を行っている。

委員より

平成14年から減少傾向にあった犯罪が昨年以降増加に転じたのは、何

か原因があるのか。

という質問があり、警察から

コロナ禍の解放によって、動きがあり、色々な理由で犯罪が増加した

のではないかと考えられる。

と回答している。

さらに少年補導等について、委員より

増加傾向にあるが、何度も同じ少年が補導されることもあるか

という質問があり

何度も同じ少年が補導されることもある

ことの説明を実施している。

７ 協議事項

⑴ 特殊詐欺対策について（刑事官・生活安全課長・刑事第二課長）

ア 特殊詐欺ＰＴ（プロジェクトチーム）の発足

挙署一体となって、被害防止、犯行グループ撲滅を目的として、刑

事官をリーダーとし、署内各課から選抜された警察官でプロジェクト

チームを編成し、本部と連携し活動を実施している。

イ 任務

● 被害防止対策

● 少年を加担させない取組

● 犯行ツール対策

● 効果的な取締り

ウ 発生状況等（令和５年５月末）

● 認知件数は増加し、被害額は大幅増加している。

● 阻止率は60パーセント以上となっている。

エ 取組状況

● 被害防止について（生活安全課長）



・ 予兆事案認知時の広報活動

・ 固定電話対策（撃退装置、補助金制度など）

・ コンビニエンスストア対策（店員の声がけによる未然防止）

・ 少年の犯罪に加担しないための取組

● 検挙対策について（刑事第二課長）

・ 効果的な取締り

・ 犯行ツール対策（預貯金口座等への捜査など）

（※ 実際の電話内容を一部聞かせ、ホームページの説明をした）

● 委員

家では、ナンバーディスプレイにしていて、知らない電話番号、非

通知、フリーダイヤルからの電話には出ないようにしている。

● 委員

巧妙にできているなと思う。還付金詐欺の説明を受けたが、障害者

分野では、同じような手当があり、上限額の負担額が設定されていて、

いったんは支払うが、半年後くらいに仙台市から上限額を超えた負担

額が還付されるという制度がある。

そういったシステムを分かっている人がこういうことをしているの

ではと考えると恐ろしくなる。サービスを知っている人がだまされる

のではないか。

◎ 刑事官

手口としては、ＡＴＭで振り込ませるので、その点を気をつけてほ

しい。

● 委員

何箇月か前に医療費の還付金の話があった。区役所から医療費につ

いての話があるのが変だと思いながら、話を聞いていたところ、携帯

電話番号を聞いてきたので、断って電話を切った。

やはり、慌ててしまうと駄目だと思う。

◎ 署長

そういう風に落ち着いて対応できる方が増えれば、良いと思う。

犯人は、今日中にとか、時間が無いなど、慌てさせるので、落ち着

いて対応できるように周知していただきたい。

● 小松委員

チラシなど、配りたいので、いただきたい。

◎ 生活安全課長

用意させていただく。

○ 議長

我々も、常日頃から、こういった広報活動のお手伝いができること

を考えなければならないと思う。

８ その他



○ 議長

委員から、学校などに対する爆破予告への対応について質問させて

いただく。

● 委員

子どもたちが通う学校からのメールで爆破予告があったという内容

がくる。今日も、刃物を持った不審者情報があった。

警察でも対応はしていると思うが、親として何ができるのか、お聞

きしたい。

◎ 署長

警察では、こういった事案については、学校へ行って、不審物件の

捜索、事案の解明に向けた所要の捜査などを実施する。

無線LAN、Wi-Fiなどを経由した犯罪などもある。

御自身のネット環境のセキュリティの強化をお願いしたい。

不審者等の関係では、不審者や不審車両を発見した場合は、遠慮せ

ずに通報してほしい。

９ 今期退任予定者からの挨拶

10 ◎ 警務課長

● 協議会委員の選挙運動の禁止についての説明

● 次回、第３回協議会は10月ころ開催を予定している。

11 閉会（警務課長）


